
１．加工原料乳生産者補給交付金の交付状況　（チーズ向け）

交付対象数量に
実数（A） 前年対比 実　数 前年対比 実　数 前年対比 実数（B） 前年対比 実数（C-D） 前年対比 対する認定数量比

トン ％ トン ％ 千円 ％ トン ％ 円／㎏ ％ （A／B）％
462,457 － 462,457 － 7,126,462 － 520,000 － 15.41 － 88.9

　　　　第　１ 四半期 121,971 － 121,971 － 1,879,577 －
　２６　第　２ 〃 117,564 － 117,564 － 1,811,659 －
　　　　第　３ 〃 106,207 － 106,207 － 1,636,658 －
　　　　第　４ 〃 116,714 － 116,714 － 1,798,569 －

429,649 92.9 429,649 92.9 6,672,442 93.6 520,000 100.0 15.53 100.8 82.6
　　　　第　１ 四半期 106,444 87.3 106,444 87.3 1,653,081 87.9
　２７　第　２ 〃 113,387 96.4 113,387 96.4 1,760,898 97.2
　　　　第　３ 〃 103,754 97.7 103,754 97.7 1,611,297 98.5
　　　　第　４ 〃 106,063 90.9 106,063 90.9 1,647,166 91.6

424,869 98.9 424,869 98.9 6,491,991 97.3 520,000 100.0 15.28 98.4 81.7
　　　　第　１ 四半期 108,860 102.3 108,860 102.3 1,663,377 100.6
　２８　第　２ 〃 107,579 94.9 107,579 94.9 1,643,813 93.4
　　　　第　３ 〃 94,038 90.6 94,038 90.6 1,436,908 89.2
　　　　第　４ 〃 114,391 107.9 114,391 107.9 1,747,894 106.1

注：１　参考欄の交付対象数量は農林水産省告示による。
　　２　単位未満四捨五入。以下の表において同じ。
　　３　項目にある「交付対象数量」の名称は、「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則（昭和40年農林省令第51号）」の一部改正に伴い、
　　　　平成27年度より「限度数量」から変更している。
　　　　これに伴い、これまで「交付対象数量」と呼ばれていたものは、「交付数量」へ変更となった。

平成２８年度

平成２７年度

平成２６年度

会計年度・四半期 交付対象数量
認定数量 交付数量 補給交付金金額 参　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

補給交付金単価


	Sheet1

